
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

マイナ保険証の有効期限をご存知です

か？ 

 

◆マイナンバーカードと有効期限 

 マイナ免許証の交付開始時に、現行システム

上の注意点としてマイナンバーカードと運転免許

証の更新の順番によっては免許情報の再度の

紐付けをしないと免許不携帯になるおそれがあ

るとの注意喚起がされましたが、マイナ保険証で

も有効期限に注意が必要です。 

 マイナンバーカードの有効期限は、18 歳以上

が発行の日から 10 回目の誕生日まで、18 歳未

満は５回目の誕生日までですが、マイナ保険証

利用時等に利用する電子証明書（数字４桁）の

有効期限は、全年齢で５回目の誕生日までとさ

れているからです。 

つまり、マイナンバーカードは有効期限内で

あってもマイナ保険証は期限切れ、ということが

起こり得るのです。 

 

◆有効期限が切れてしまったら？ 

 マイナンバーカードおよび電子証明書は、有効

期限の２～３カ月前を目途に有効期限通知書が

送付されてくるので、市区町村窓口で手続きを

すれば更新できます。 

 期限内に手続きができなかった場合、期限切

れから３カ月間は引き続きマイナ保険証で受診

できます（保険資格情報の提供のみ）。３カ月を

過ぎるとマイナ保険証では受診できなくなり、再

発行の手続きをしなかった場合、３カ月以内に

資格確認書が交付されます。 

 

◆どんな手続きが必要？ 

 マイナンバーカードおよび電子証明書は、上記

のとおり、有効期限が近づくと有効期限通知書

が送付されてきます。 

 通知書に交付申請用ＱＲコードがある場合は、

スマートフォンで申請の上、市区町村窓口で新し

いマイナンバーカードと交換できます。ＱＲコード

がない場合は、有効期限通知書に記載された必

要書類を持って市区町村窓口で手続きをしま

す。 

【マイナンバーカード総合サイト】 

https://www.kojinbango-

card.go.jp/faq_expiration5/ 

https://www.kojinbango-card.go.jp/220401_2/ 

【厚生労働省「マイナ保険証利用時には電子証

明書の有効期限をご確認ください！」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001

459040.pdf 

 

 

令和７年度の地方労働行政運営方針－

「フリーランス等の就業環境の整備」につ

いて 

 

 厚生労働省は４月１日、「令和７年度地方労

働行政運営方針」を策定しました。各都道府県

労働局においては、この運営方針を踏まえた行

政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図る

こととしています。運営方針には、重点的に取り

組むべき施策として、「最低賃金･賃金の引上げ
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に向けた支援、非正規雇用労働者への支援」

「リ・スキリング、ジョブ型人事（職務給）の導入、

労働移動の円滑化」「人手不足対策」「多様な人

材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組」が

挙げられています。 

以下、「多様な人材の活躍促進と職場環境改

善に向けた取組」の中にある「フリーランス等の

就業環境の整備」について紹介します。 

 

◆現状の課題 

フリーランスが安心して働ける環境を整備す

るため、令和６年 11月に施行された特定受託事

業者に係る取引の適正化等に関する法律（「フ

リーランス法」）の履行確保を図る必要があると

しています。同法は、発注事業者に、①取引条

件の明示等を義務付け、報酬の減額などを禁止

するとともに、②フリーランスの育児介護等に対

する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の

整備等を義務付けるものです。 

また、自らの働き方が労働者に該当する可能

性があると考えるフリーランスからの相談にも丁

寧に対応する必要があるとしています。 

 

◆取組事項 

フリーランスから本法の就業環境の整備違反

に関する申出があった場合に、速やかに申出内

容を聴取し、発注事業者に対する調査、是正指

導等を行うなど、本法の着実な履行確保を図る

とするものです。また、フリーランスから委託事業

者等との取引上のトラブルについての相談が

あった際には、引き続き「フリーランス・トラブル

110 番」（弁護士に無料で相談できる）を紹介す

るなど適切に対応するとしています。 

さらに、全国の監督署に設置されている「労働

者性に疑義がある方の労働基準法相談窓口」

に申告がなされた場合には、特段の事情がない

限り、原則として労働者性の有無を判断し、必

要な指導を行うとします。また、被用者保険の更

なる適用促進を図るため、監督署において労働

基準法上の労働者と判断した事案については、

日本年金機構年金事務所および労働局労働保

険適用徴収部門への情報提供を徹底するとして

います。 

【厚生労働省「令和７年度地方労働行政運営方針」

の策定について】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56672.html 

 

 

令和７年度のキャリアアップ助成金の 

主な変更点 

 

令和７年度のキャリアアップ助成金のパンフ

レットやリーフレットが公表されました。４月以降

の変更点のポイントについて説明していきます。

なお、ここでは大企業の支給額は省略し、中小

企業の支給額のみを掲載します。 

 

◆正社員化コースの変更点 

 キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者を

企業内でキャリアアップさせ、正社員転換や待

遇改善を行う企業を支援する制度です。 

まず、正社員転換等をした場合に助成される

「正社員化コース」では、重点支援対象者が導

入されました。重点支援対象者とは、雇入れか

ら３年以上経過した有期雇用労働者、派遣労働

者、母子家庭の母、人材開発支援助成金の対

象訓練を受けて正社員へ転換した者等のことを

いいます。これまでは、「有期→正規」「無期→正

規」への転換の場合、２期分の合計でそれぞれ

80 万円、40 万円が支給されていましたが、４月

からは重点支援対象者に支給されることになり

ます。 

対象以外の人には、１期（６か月）分のみ半額

の 40 万円、20 万円が支給されます。なお、新規

学卒者については、雇い入れられた日から起算

して１年未満のものについては、支給対象者か

ら除外となります。 

 

◆賃金規定等改定コースの変更点 

「賃金規定等改定コース」では、賃上げ引上

げ区分が従来の２区分から４区分に細分化され、

助成額が拡充されました。３％以上４％未満で４

万円、４％以上５％未満で５万円、５％以上６％

未満で 6.5 万円、６％以上で７万円となります。 

さらに、有期雇用労働者等の基本給の３％以

上を引き上げた場合、１事業所当たり１回のみ
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20 万円が加算されます。 

 

◆キャリアアップ計画書の手続きの簡素化 

キャリアアップ計画書は、これまでは各コース

の取組み実施日の前日までに管轄の労働局長

に提出し、認定を受ける必要がありましたが、届

出のみでよいことになりました。 

 

 各コースの詳細は、下記のパンフレットやリー

フレットで確認できます。支給申請については、

当事務所にご相談ください。 

 

【厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内（令

和７年度版）（パンフレット）」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/0014

69672.pdf 

 

【厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内（令

和７年度版）（リーフレット）」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/0014

69677.pdf 

 

【厚生労働省「キャリアアップ助成金改正概要リー

フレット（令和７年度版）」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/0014

50174.pdf 

 

 

経済産業省が女性の健康施策の効果検

証プロジェクトを開始しました 

 

◆プロジェクトの概要 

経済産業省（以下「経産省」）は、女性の健康

課題に対する企業の取組みを支援するための

効果検証プロジェクトを開始しています。このプ

ロジェクトは、企業が女性特有の健康問題に対

処するための施策を実施し、その効果を経産省

が検証するものです。施策メニューには、理解促

進（研修等の実施）、働き方の調整（特別休暇や

フレックスタイム制等）、積極投資（検診費用補

助等）などがあり、各社に合ったメニューを選択

可能です。 

施策の効果は経産省が定める成果指標に基

づいて検証され、フィードバックされます。これに

より、他社と比較してどの程度効果が出ている

かを見える化し、健康経営の質の向上を促しま

す。実施期間は４月～10 月頃までで、参加費は

無料です。 

 

◆競争力を高める戦略 

このプロジェクトの背景には、女性の健康課

題が労働生産性や就業継続に大きな影響を与

えるという認識があります。経産省の試算では、

女性特有の健康課題による労働損失等の経済

損失は社会全体で年間約 3.4 兆円と推計されて

います。 

働き手の確保が難しくなる中で、女性の健康

課題に対する取組みは、福利厚生という観点に

とどまらず、企業の競争力を高める重要な戦略

となり得ます。女性が働きやすい職場環境をつく

るために何ができるか、考えてみてはいかがで

しょうか。 

【経済産業省「女性の健康施策の効果検証プロ

ジェクトを実施します」】 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_servic

e/healthcare/healthforwomen.html 
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５月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

12 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 特別農業所得者の承認申請［税務署］ 

 

6 月 2 日 

○ 軽自動車税（種別割）納付［市区町村］ 

○ 自動車税（種別割）の納付［都道府県］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 確定申告税額の延納届出額の納付［税務

署］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所よりひと言 

  まもなく 5 月の大型連休がスタートします。地

域によっては４月にもかかわらず「真夏日」となっ

ており、今年も厳しい暑さが予想されます。屋外

で働く機会の多い方々は、早めの水分補給と休

憩を心がけましょう。 


